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死
亡
者
や
重
症
者
の
発
生
を
で
き

る
限
り
減
ら
す
こ
と
と
、
そ
の
た
め

に
必
要
な
医
療
を
確
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
は
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
と
同
様
に
、
重
症
化
や

死
亡
の
防
止
に
つ
い
て
一
定
の
効
果

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
感
染

防
止
に
対
し
て
は
効
果
が
保
証
さ
れ

て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

は
、
最
優
先
対
象
者
か
ら
順
次
接
種

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

▽
「
基
礎
疾
患
を
有
す
る
者
」
と

「
最
優
先
対
象
者
」に
該
当
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
基
準
を
参
考
に
医
師
が

判
断
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	

①
慢
性
呼
吸
器
疾
患

②
慢
性
心
疾
患

③
慢
性
腎
疾
患

④
慢
性
肝
疾
患

⑤
神
経
疾
患
・
神
経
筋
疾
患

⑥
血
液
疾
患

⑦
糖
尿
病

⑧
疾
患
や
治
療
に
伴
う
免
疫
抑
制
状
態

⑨
小
児
科
領
域
の
慢
性
疾
患

　

費
用
は
全
国
一
律
で
あ
り
、
２
回

接
種
の
場
合
は
１
回
目
３
６
０
０

円
、
２
回
目
２
５
５
０
円
（
１
回
目

と
異
な
る
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場

合
は
３
６
０
０
円
）
を
接
種
を
受
け

た
方
が
実
費
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
該
当
す
る

方
で
、
生
活
保
護
世
帯
や
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
、
接
種
に
か
か
る

費
用
を
公
費
で
負
担
し
ま
す
。

　

Ｐ
４
、
表
２
参
照
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ま
た
極
め
て
ま
れ
で
は
あ
り
ま
す

が
、
重
篤
な
副
作
用
を
引
き
起
こ
す

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
は
当
面
、
提
供
さ
れ
る
量
が

限
定
さ
れ
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
目
的
に
照
ら
し
、
重
症
化
リ
ス
ク

の
高
さ
と
い
う
観
点
か
ら
よ
り
必
要

性
の
高
い
方
々
に
接
種
の
機
会
が
提

供
さ
れ
る
よ
う
優
先
接
種
者
（
表
１

参
照
）と
接
種
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（
Ｐ

３
、
図
１
参
照
）
が
決
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

▽
ワ
ク
チ
ン
の
優
先
対
象
者
と
な

る
「
基
礎
疾
患
を
有
す
る
者
」
と
は
、

次
の
９
分
類
に
示
す
疾
患
・
状
態
に

当
て
は
ま
り
入
院
中
ま
た
は
通
院
中

の
方
を
い
い
ま
す
。

　

▽
各
分
類
の
中
で
も
、
ワ
ク
チ
ン

を
最
優
先
に
接
種
す
る
方
（
最
優
先

対
象
者
）
の
基
準
を
設
け
、
ワ
ク
チ

ン
の
供
給
量
が
十
分
で
な
い
場
合
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生活保護世帯や住民税
非課税世帯の方は、接
種にかかる費用を公費
で負担します。詳しく
は保健センターにお問
い合わせください。

「優先接種対象者証明書※」基礎疾患を有する者

「優先接種対象者証明書※」と「母子健康手帳」または「各種
健康保険被保険者証」（１歳から小学校３年生）

「母子健康手帳」妊婦

「母子健康手帳」または「各種健康保険被保険者証」１歳から小学校３年生

「母子健康手帳」「各種健康保険被保険者証」または「住民票」１歳未満の小児の保護者

「優先接種対象者証明書※」と「各種健康保険被保険者証」ま
たは「住民票」

優先接種対象者のうち、身体上の理由で予防
接種できない者の保護者等

「各種健康保険被保険者証」「学生証」または「住民票」小学校４年生から高校生に相当する年齢の者

「各種健康保険被保険者証」「運転免許証」または「住民票」65歳以上の者

※「優先接種対象者証明書」は、かかりつけ医療機関以外で接種を受ける場合に、かかりつけ医療機関の
　主治医から交付を受けてください（無料）。かかりつけ医療機関内で接種を受ける場合は不要です。

3 �� ������

�������	
��

�������

��������	
�����������������������	
��������

�������	
����������������

�������	
�������������������� 

������

　妊婦の方の接種開始当初（11月２日以降）に使用されるワ
クチンは保存剤（チメロサール＝エチル水銀に由来する防腐
剤）が含まれており、保存剤を含まないワクチンを接種でき
るのは11月16日以降となります。ワクチンの接種に当たって

は、主治医等と相談の上で選択してください。
※チメロサールは、海外で過去に発達障害との関連性が指摘
　されましたが、最近の疫学研究ではその関連はないとされ
　ています。
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